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市
道
民
税
に
つ
い
て

　

今
年
度
の
市
道
民
税
の
納
税
通

知
書
は
６
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、主
な
改
正
点
は
次
の
と
お

り
で
す
。

○
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
延
長

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
対
象
期
間

が
延
長
さ
れ
ま
す
。

【
延
長
期
間
】平
成
26
年
４
月
１
日

～
平
成
31
年
６
月
30
日

【
控
除
限
度
額
】所
得
税
の
課
税
総

所
得
金
額
な
ど
の
７
％

（
最
高
13
万
６
，５
０
０
円
）	

【
問
合
先
】財
務
課
市
税
係
☎
②
３
１

８
６訂

正

　

広
報
み
か
さ
５
月
号
で
掲
載
し

た
善
行
賞
表
彰
者
の
氏
名
が
誤
っ

て
い
ま
し
た
の
で
訂
正
し
、お
詫
び

い
た
し
ま
す
。

　
〔
善
行
賞
表
彰
者
…
ま
る
べ
に
洋

品
店　

谷
川
満
喜
子
さ
ん
〕

　

谷
川
さ
ん
は
、亡
き
母（
田
中
ト

キ
さ
ん
）が
地
域
に
お
世
話
に
な
っ

た
お
礼
と
し
て
、三
笠
市
の
地
域
振

興
に
役
立
て
て
ほ
し
い
と
寄
付
さ

れ
ま
し
た
。

65歳以上の方（第1号被保険者）の
介護保険料が変わりました

所得区分 対象者 第5期保険料
（年額）

第 1 段階

生活保護受給者
および老齢福祉
年 金 受 給 者 で、
世帯全員が市民
税非課税の方

29,700 円

第 2 段階

世帯の全員が市
民 税 非 課 税 で、
課税年金収入と
合計所得金額の
合計が80万円以
下の方

29,700 円

第 3 段階

世帯の全員が市
民 税 非 課 税 で、
課税年金収入と
合計所得金額の
合計が80万円を
超える方

44,600 円

第 4 段階

世帯のどなたか
に市民税が課税
さ れ て い る が、
本人は市民税非
課税の方

59,500 円

第 5 段階

本人が市民税課
税 で、合 計 所 得
金 額 が190万 円
未満の方

74,400 円

第 6 段階

本人が市民税課
税 で、合 計 所 得
金 額 が190万 円
以上の方

89,200 円

所得区分 対象者 第6期保険料
（年額）

第 1 段階

生活保護受給者。世帯全員が市
民税非課税で、老齢福祉年金受
給者および課税年金収入と合計
所得金額の合計が80万円以下の
方

30,300 円

第 2 段階

世帯の全員が市民税非課税で、
課税年金収入と合計所得金額の
合計が80万円を超え120万円以
下の方

45,400 円

第 3 段階
世帯の全員が市民税非課税で、
課税年金収入と合計所得金額の
合計が120万円を超える方

45,400 円

第 4 段階

世帯のどなたかに市民税が課税
されているが、本人は市民税非
課税で課税年金収入と合計所得
金額の合計が80万円以下の方

54,500 円

第 5 段階

世帯のどなたかに市民税が課税
されているが、本人は市民税非
課税で課税年金収入と合計所得
金額の合計が80万円を超える方

60,600 円

第 6 段階 本人が市民税課税で、合計所得
金額が 120 万円未満の方 72,700 円

第 7 段階
本人が市民税課税で、合計所得
金額が120万円以上190万円未
満の方

78,800 円

第 8 段階
本人が市民税課税で、合計所得
金額が190万円以上290万円未
満の方

90,900 円

第 9 段階 本人が市民税課税で、合計所得
金額が290万円以上の方 103,100 円

　65歳以上の方の保険料は、3年間の介護サービスに必要な経費を計算して市町村が決定します。
　このたび、平成27年度から29年度までの第6期介護保険事業計画で、新しい保険料が決まりました。
　今回の改正で、保険料は従来の6段階から細分化し9段階となりました。被保険者には７月中旬ごろに
通知します。

【変更前】平成24年度～26年度 【変更後】平成27年度～29年度

◆◆◆◆◆介護保険料改正内容◆◆◆◆◆

【問合先】市民生活課介護保険係☎②3611


